
プレスリリース

１．補正の考え方

２．補正後予算額

３．補正予算の内容

　一般会計補正予算（第4号）

●

●

●

ア　歳出／所属別
（単位：千円）

健　康
福祉部

子育て支援課 子育て世帯特別定額給付金事業193,473

合　計 227,733 

193,473 

セーフティネット保証制度等利用事業者給付金事業
30,000

交通政策推進事業4,260

産 業 政 策 課 30,000 

交 通 政 策 課 4,260 

政策部

所属名称 補正額の主なもの（数値は補正額）補正額

交通政策推進事業【交通政策課】4,260千円（特定財源：4,260千円）
　コロナ禍における利用者減少や原油価格高騰等に直面する地域公共交通事業者等に対し、給
付金（バス1台あたり6万円・タクシー1台あたり3万円、1事業者10台まで）を支給するために必
要な経費について補正を行います。

子育て世帯特別定額給付金事業【子育て支援課】193,473千円（特定財源：193,473千円）
　コロナ禍における原油価格・物価高騰等に直面する子育て世帯の生活を支援するため、高校
生(18歳)以下の児童のいる世帯に対し、一時金（対象児童1人当たり2万円）を支給するために
必要な経費について補正を行います。
　

令和 4 年度 6 月追加補正予算案（一般会計第4号）の概要について

令 和 4 年 6 月 23 日

今回の補正予算は、当初予算編成後の事由により、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を活用したコロナ禍における原油価格・物価高騰対策に関する経費について、必要最小限の
変更を行います。

（単位：千円）

会計名称 補正前予算額 補正額

政策部財政経営課

補正後予算額

1 一般会計

セーフティネット保証制度等利用事業者給付金事業【産業政策課】30,000千円
（特定財源：13,649千円）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金供給の円滑化を図るため、セー
フティネット保証制度等の利用事業者に対し、給付金（300万円以上の融資を受けた事業者に一
律20万円）を支給するために必要な経費について補正を行います。

35,055,810 227,733 35,283,543
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イ　歳出／性質別
（単位：千円、％）

ウ　歳入
（単位：千円、％）

本件に関する問合せ先
　三豊市政策部財政経営課　
　℡：0875ｰ73-3010（直通）
　Email：zaisei@city.mitoyo.lg.jp

合　計 227,733 100.0 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
211,382

繰 入 金 16,351 7.2 財政調整基金繰入金16,351

合　計 227,733 100.0 

款名称 補正額 構成比 補正額の主なもの（数値は補正額）

その他
の経費

物 件 費 3,180 1.4 需用費88、役務費1,261、委託料1,831

補 助 費 等 224,260 98.5 その他補助費224,260

性質別区分 補正額 構成比 補正額の主なもの（数値は補正額）

義務的
経  費

人 件 費 293 0.1 時間外勤務手当293

国庫支出金 211,382 92.8 
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